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　介護保険法の規定に基づき、令和８年１月３１日をもって下記の居宅介護支援事

業所の指定を取り消すことを決定いたしました。 

 

 

１　対象事業者 

（１）名 　 　 称　株式会社ワタナベケアマネジメント 

（２）所  在  地　太田市西新町８４番地２２ 

（３）法 人 代 表　代表取締役　渡辺　智秀 

 

２　対象事業所 

（１）名 称　居宅介護支援事業所ワタナベケアマネジメント 

（２）所 在 地　太田市西新町８４番地２２ 

（３）事 業 種 別　居宅介護支援 

（４）指 定 年 月 日　平成２３年１１月１日 

（５）事 業 所 番 号　１０７０５０２１９８ 

 

３　行政処分の内容 

（１）処 分 内 容　指定の取消 

（２）処分決定年月日　令和８年１月　７日 

（３）指定取消年月日　令和８年１月３１日 

 

４　行政処分の理由 

（１）不正請求（介護保険法第８４条第 1項第６号に該当） 

　　　運営基準違反に該当する場合には、運営基準減算を行う必要があるにも関わ

らず、当該減算を行うことなく、不正に介護給付費を請求した。 

（２）不正請求額 

　　令和５年６月から令和７年２月のサービス提供分 

　　・総額　　　　１４，２１０，２１９円 

　　・太田市分　　　　　３６６，２６３円 

　　・他自治体分　１３，８４３，９５６円 

　　 

PRESS RELEASE

介護保険法に基づく事業所の指定取消処分 

居宅介護支援事業所ワタナベケアマネジメント 



５　その他 

　当該事業所を利用している利用者について、今後のサービス利用に支障のないよ

うに、必要な措置を講じるよう指導しています。 

 

＜本リリースに関するお問い合わせ＞ 

太田市役所　健康医療部　介護サービス課 

TEL：０２７６－４７－１８５６（直）　


